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登録制度に関する主な論点

論点１ 登録制度の枠組み

１－１ 制度の理念と目的
すべての博物館が制度を通じて質の維持・向上を図ることができる仕組みへ

１－２ 対象範囲
地方公共団体、一般社団・財団法人等に限定されている設置主体要件を撤廃

１－３制度と連動した博物館振興策
制度を実効的なものとするため、多様な振興策（メリット）との連動が重要

１－４審査基準
外形的な基準から、博物館機能・設備の保有や実質的な活動を評価する基準へ転換
一定の要件を備えた優れた博物館であることを証するより的確な表現（「認証」「認定」等）を求める意
見。名称独占についても検討。※法令上の整理が必要

論点２ 審査と評価

２－１ 審査主体・プロセス
審査に専門性が必要となるため、専門家による審査を実施
国、地方公共団体（教育委員会）の関与
➡ 第三者組織に審査を移行／都道府県がそれぞれ審議会を組織／その他

２－２ 質保証のための評価
登録後の質保証の必要性を指摘する意見。
➡ 更新制の導入／定期的なモニタリング／その他

論点３ 学芸員資格
３－１ 学芸員資格制度との関係
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法制度の在り方に関するワーキンググループ（第１回） 概要

＜総論＞

「選別・序列化」ではなく、「底上げ・盛り立て」を

全ての館・学芸員が本制度を通じて質の向上を図ることができる仕組みへ

教育基本法や社会教育法を上位法とした「社会教育施設」としての位置づけの確認

文化財保護法や文化芸術基本法などの文化芸術関連法規との関係性の整理

ICOMやUNESCO等の国際的な議論を踏まえた議論

＜論点１ 登録制度の枠組み＞

外形的な基準から質的基準への転換

メリットの付与、博物館振興策との連動

リソースのますます弱体化する小中規模館の視点の必要性

博物館単体ではなく、ネットワーク化による課題解決

社会教育機関以外との連携による観光や地域振興等への寄与

＜論点２ 審査・評価＞

都道府県における審査の多様性

制度の運用を担う主体の役割・関係性の整理- 3-



【認証（仮称）】

【相当】

【登録】

論点１ 登録制度の枠組み（制度試案）

4

【現行制度】 【新制度】
全国的に博物館の数の増加を図るに当たって、
博物館の基本的、公共的な機能を確保するための制度

望ましい博物館像に向けた運営の改善促進と、
ネットワーク化等による「底上げ、盛り立て」を図る制度

すべての博物館が、望ましい博物館像に向けて自らの運営を改善することを促すとともに、分野ご
との拠点による支援体制の構築等により、博物館の「底上げ」と「盛り立て」を図る制度へ

博物館類似施設

※ 新制度の名称については、法令上の整理が必要であるため、
日本学術会議提言を仮称として記載。

博物館類似施設

審査：外形的な基準に基づき審査
法律上の目的を達成するために必要な
① 博物館資料があること
② 学芸員その他の職員を有すること
③ 建物及び土地があること
及び ④ 一年を通じて150日以上開館すること

対象：地方公共団体
一般社団法人もしくは一般財団法人
宗教法人等政令で定める者

審査：活動内容の質等に関する基準に基づき審査
・「共通基準」（設置、経営、資料、調査研究、
展示、教育普及、職員、施設設備、連携協力）
と「特定基準」（館種や設置目的等別の内容）

対象：設置者による要件を緩和／撤廃

メリット：

望ましい博物館像に
向けて、各館が運営
を改善する努力を支援

附随的なメリットの
拡充を模索
ex. 資金、税、他の
法令体系との連携

審査：外形的な基準に基づき審査

対象：設置者による限定なし

特定の地域・分野で卓越した館
に対する集中した支援

＜想定される分野の例＞
地域（都道府県又はより広域）
分野（教育、保存、調査研究、観光、

国際交流、地域貢献、福祉等）

ネットワーク化の推進とハブへ
の支援

詳細な議論は第４回以降
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新たな登録基準案（平成 29（2017）年） 

（日本博物館協会『博物館の登録制度の在り方に関する調査研究報告書』より） 

 

1 設置  

1.1 設置根拠及び永続性、公共性の明示  

法令、寄付行為、定款などにおいて館の設置根拠が明確で、事業を永続的かつ公共的に実施するこ

とが明示されていること  

1.2 施設の整備と運営資金の確保  

博物館が設置根拠に基づいて運営できるよう、設置者によって土地、建物、設備などが整備され、

運営に必要な資金が確保されていること  

 

２ 経営 

2.1 使命の明確化  

博物館の使命(設置目的や基本理念)が明確にされるとともに、公にされていること  

2.2 経営目標と評価  

使命に基づく中長期的な目標が作成されていること  

2.3 経営の透明性 

 収支決算等を公表し、必要な情報を公開する仕組み有し、 経営状況の透明性が確保されていること  

2.4 法令・倫理の遵守 

 博物館組織・博物館職員として遵守すべき法令・条約や倫 理規程が把握され、周知されていること  

資料２ 
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2.5 利用条件 

 ・博物館の公開制を実現するため、1 年を通じて原則150 日以上開館されていること 

 ・開館日・開館時間の設定に当たっては、利用者の要請、地域の実情、資料の特性、展示の更新所要

日数等を勘案し、利用の利便が図られていること  

 

３ 資料 

3.1 資料の保有 

  博物館の使命を達成するために必要な博物館資料が収集され、保有され、永続的に保全する体制か

が整備されていること  

3.2 収集 

資料の収集方針が策定され、体系的に資料が収集されていること  

3.3 資料管理・活用 

 資料受入の手続きが行われ、資料の記録が整備され、収蔵 資料と資料に関する情報を活用できる仕

組みを有すること  

 

４ 調査研究 

4.1 方針  

博物館の方針に則り、調査研究の方針が策定されていること  

4.2 成果の公開と還元 

 調査研究の成果が、展示や教育普及活動等を通じて利用者に還元されていること  

- 6-



 

５ 展示 

5.1 方針・計画 

 所蔵資料による展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵資料や借用資料に展示が行われている

こと  

5.2 展示の信頼性 

 調査研究に基づく資料を用いて展示されていること  

 

６ 教育普及 

6.1 方針・計画 

 博物館の方針に則り、体系的に教育普及活動が実施されていること  

6.2 学習支援 

 問い合わせに適切に対応がなされており、さまざまな方法により利用者の自発的な学習が支援され

ていること  

 

７ 職員 

7.1 館長 

 館長または館長に相当する責任者が置かれ、博物館運営が統括されていること  

7.2 学芸員 

 事業の実施に必要な学芸員(専門的職員)が配置されていること  
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7.3 事務系・技術系等の職員 

事業の実施に必要な人員体制が確保されていること  

7.4 職員の研修 

研修等の実施や参加により、職員の技能・知識の向上が図られていること  

 

８ 施設設備 

8.1 施設・整備の整備 

 博物館の設置目的を達成するため、必要な施設及び設備が備わっていること  

8.2 安全な施設管理 

 公共的施設として安全に利用できるよう、定期点検が行われ、災害時に、来館者と職員、資料への

安全を配慮し、計画を策定すること  

8.3 快適性・利便性の向上 

 多様な利用者の立場に立って、施設の快適性・利便性の向上が図られていること  

 

９ 連携協力 

9.1 連携協力の方針 

 事業の実施にあたり、利用者、地域住民、関連機関等との連携協力について方針が策定されている

こと  
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新たな登録基準案　比較表

新たな登録基準案（平成29（2017）年） 博物館の基礎的な共通基準案　（平成20年） 博物館の設置及び運営上の望ましい基準（平成23年）

　法令、寄付行為、定款などにおいて館の設置
根拠が明確で、事業を永続的かつ公共的に実施
することが明示されていること １．１　設置根拠及び永続性、公共性の明示

　法令、寄付行為、定款などにおいて館の設置根拠
が明確で、事業を永続的かつ公共的に実施すること
が明示されていること

第二条
都道府県は、博物館を設置し、歴史、芸術、民俗、産業、自然
科学等多様な分野にわたる資料（電磁的記録を含む。以下同
じ。）を扱うよう努めるものとする。
2 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、その規模及び能力
に応じて、単独で又は他の市町村と共同して、博物館を設置す
るよう努めるものとする。
3 博物館の設置者が、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七
号）第二百四十四条の二第三項の規定により同項に規定する指
定管理者に当該博物館の管理を行わせる場合その他当該博物館
の管理を他の者に行わせる場合には、これらの設置者及び管理
者は相互の緊密な連携の下に、当該博物館の事業の継続的かつ
安定的な実施の確保、事業の水準の維持及び向上を図りなが
ら、この基準に定められた事項の実施に努めるものとする。

１．２　施設の整備と運営資金の確保
　博物館が設置根拠に基づいて運営できるよ
う、設置者によって土地、建物、設備などが整
備され、運営に必要な資金が確保されているこ
と

１．２　施設の整備と運営資金の確保
　博物館が設置根拠に基づいて運営できるよう、設
置者によって土地、建物、設備などが整備され、運
営に必要な資金が確保されていること

１．３　使命の明確化
　博物館の使命（設置目的や基本理念）が明確にさ
れるとともに、公にされていること

第三条
博物館は、その設置の目的を踏まえ、資料の収集・保管・展
示、調査研究、教育普及活動等の実施に関する基本的な運営の
方針（以下「基本的運営方針」という。）を策定し、公表する
よう努めるものとする。
2 博物館は、基本的運営方針を踏まえ、事業年度ごとに、その
事業年度の事業計画を策定し、公表するよう努めるものとす
る。
3 博物館は、基本的運営方針及び前項の事業計画の策定に当
たっては、利用者及び地域住民の要望並びに社会の要請に十分
留意するものとする。

１．４　設置者と博物館の権限・役割の分担
　設置者と博物館の権限と役割分担が明確にされ、
日常的に連絡調整が図られていること

２．１　組織体制
　博物館の経営責任者が明確で、指揮命令系統が確
立され、職員の職務分担が明確にされているること

２．１　使命の明確化
　博物館の使命（設置目的や基本理念）が明確
にされるとともに、公にされていること

２．２　経営目標と評価
　使命に基づく中長期的な経営目標（方針）と年度
ごとの経営計画が策定され、事後評価を実施され、
それらに関わる文書が公表されていること

第四条
博物館は、基本的運営方針に基づいた運営がなされることを確
保し、その事業の水準の向上を図るため、各年度の事業計画の
達成状況その他の運営の状況について、自ら点検及び評価を行
うよう努めるものとする。
2 博物館は、前項の点検及び評価のほか、当該博物館の運営体
制の整備の状況に応じ、博物館協議会の活用その他の方法によ
り、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する
活動を行う者、当該博物館の事業に関して学識経験のある者、
当該博物館の利用者、地域住民その他の者による評価を行うよ
う努めるものとする。
3 博物館は、前二項の点検及び評価の結果に基づき、当該博物
館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めるもの
とする。
4 博物館は、第一項及び第二項の点検及び評価の結果並びに前
項の措置の内容について、インターネットその他の高度情報通
信ネットワーク（以下「インターネット等」という。）を活用
すること等により、積極的に公表するよう努めるものとする。

２．２　経営目標と評価
　使命に基づく中長期的な目標が作成されてい
ること。

２．３　経営の透明性
　収支決算等を公表し、必要な情報を公開する
仕組み有し、経営状況の透明性が確保されてい
ること

２．４　法令・倫理の遵守
　博物館組織・博物館職員として遵守すべき法
令・条約や倫理規程が把握され、周知されてい
ること

２．３　法令・倫理の遵守
　博物館組織・博物館職員として遵守すべき法令・
条約や倫理規程が把握され、周知されていること

第十二条
博物館は、開館日及び開館時間の設定に当たっては、利用者の
要望、地域の実情、博物館資料の特性、展示の更新に係る所要
日数等を勘案し、日曜日その他の一般の休日における開館、夜
間における開館その他の方法により、利用者の利用の便宜を図
るよう努めるものとする。

２．５　利用条件
・博物館の公開制を実現するため、１年を通じ
て原則１５０日以上開館されていること
・開館日・開館時間の設定に当たっては、利用
者の要請、地域の実情、資料の特性、展示の更
新所要日数等を勘案し、利用の利便が図られて
いること

２．４　利用条件
・博物館の公開制を実現するため、１年を通じて原
則１５０日以上開館されていること
・開館日・開館時間の設定に当たっては、利用者の
要請、地域の実情、資料の特性、展示の更新所要日
数等を勘案し、利用の利便が図られていること

２
　
経
　
　
営

１
　
設
　
　
置
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新たな登録基準案　比較表

３．１　資料の保有
・博物館の使命を達成するために必要な博物館
資料が収集され、保有され、永続的に保全する
体制が整備されていること

３．１　資料の保有
・博物館の使命を達成するために必要な博物館資料
が収集され、保有されていること
・博物館資料は原則として設置者に帰属させるこ
と。ただし特別の事情のあるときは、寄託等による
資料でもよい

第五条
博物館は、実物、標本、文献、図表、フィルム、レコード等の
資料（以下「実物等資料」という。）について、その所在等の
調査研究を行い、当該実物等資料に係る学術研究の状況、地域
における当該実物等資料の所在状況及び当該実物等資料の展示
上の効果等を考慮して、基本的運営方針に基づき、必要な数を
体系的に収集し、保管（育成及び現地保存を含む。以下同
じ。）し、及び展示するものとする。
2 博物館は、実物等資料について、その収集若しくは保管が困
難な場合、その展示のために教育的配慮が必要な場合又はその
館外への貸出し若しくは持出しが困難な場合には、必要に応じ
て、実物等資料を複製、模造若しくは模写した資料又は実物等
資料に係る模型（以下「複製等資料」という。）を収集し、又
は製作し、当該博物館の内外で活用するものとする。その際、
著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）その他の法令に規定
する権利を侵害することのないよう留意するものとする。
3 博物館は、実物等資料及び複製等資料（以下「博物館資料」
という。）に関する図書、文献、調査資料その他必要な資料
（以下「図書等」という。）の収集、保管及び活用に努めるも
のとする。
4 博物館は、その所蔵する博物館資料の補修及び更新等に努め
るものとする。
5 博物館は、当該博物館の適切な管理及び運営のため、その所
蔵する博物館資料及び図書等に関する情報の体系的な整理に努
めるものとする。
6 博物館は、当該博物館が休止又は廃止となる場合には、その
所蔵する博物館資料及び図書等を他の博物館に譲渡すること等
により、当該博物館資料及び図書等が適切に保管、活用される
よう努めるものとする。

３．２　収集
　資料の収集方針が策定され、体系的に資料が
収集されていること

３．２　収集
　資料の収集方針が策定され、体系的に資料が収集
されていること

３．３　資料管理・活用
　資料受入の手続きが行われ、資料の記録が整
備され、収蔵資料と資料に関する情報を活用で
きる仕組みを有すること。

３．３　資料管理
　資料登録の手続きが行われ、資料台帳と資料情報
の記録が整備され、資料の所在が確認されているこ
と

３．４　保存・修復
　保存環境が整えられ、必要な修復が施され、資料
を次世代に継承する取組みが行われていること

３．５　資料の活用・公開
　収蔵資料を活用しやすいように、資料目録等が作
成され、資料に関する情報が蓄積・公開されるとと
もに、必要に応じて資料貸出しや実物資料の公開が
図られていること

３．６　二次資料の活用
　資料に関する図書、文献、調査資料等が収集さ
れ、保管、活用されていること

４．１　方針
　博物館の方針に則り、調査研究の方針が策定
されていること

４．１　方針
　博物館の方針に則り、調査研究の方針が策定され
ていること

第七条
博物館は、博物館資料の収集、保管及び展示等の活動を効果的
に行うため、単独で又は他の博物館、研究機関等と共同するこ
と等により、基本的運営方針に基づき、博物館資料に関する専
門的、技術的な調査研究並びに博物館資料の保管及び展示等の
方法に関する技術的研究その他の調査研究を行うよう努めるも
のとする。

４．２　成果の公開と還元
　調査研究の成果が、展示や教育普及活動等を
通じて利用者に還元されていること

４．２　成果の公開と還元
　調査研究の成果が、展示や教育普及活動等を通じ
て利用者に還元されていること

５．１　方針・計画
　所蔵資料による展示を行い、又は特定の主題
に基づき、所蔵資料や借用資料に展示が行われ
ていること

５．１　方針・計画
　博物館の方針に則り、展示に関する方針が策定さ
れ、計画的に展示されていること

第六条
博物館は、基本的運営方針に基づき、その所蔵する博物館資料
による常設的な展示を行い、又は特定の主題に基づき、その所
蔵する博物館資料若しくは臨時に他の博物館等から借り受けた
博物館資料による特別の展示を行うものとする。
2 博物館は、博物館資料を展示するに当たっては、当該博物館
の実施する事業及び関連する学術研究等に対する利用者の関心
を深め、当該博物館資料に関する知識の啓発に資するため、次
に掲げる事項に留意するものとする。
一　確実な情報及び研究に基づく正確な資料を用いること。
二　展示の効果を上げるため、博物館資料の特性に応じた展示
方法を工夫し、図書等又は音声、映像等を活用すること。
三　前項の常設的な展示について、必要に応じて、計画的な展
示の更新を行うこと。

５．２　展示の信頼性
　調査研究に基づく資料を用いて展示されてい
ること

５．２　展示の信頼性
　調査研究に基づく資料を用いて展示されているこ
と

５．３　展示内容の理解促進
　さまざまな手法が組み合わされ、展示内容の理解
促進に取組まれていること

５．４　展示品と展示環境の維持保全
　展示品が定期的に看視・点検され、展示品が良好
な状態で保全されていること

６．１　方針・計画
　博物館の方針に則り、体系的に教育普及活動
が実施されていること

６．１　方針・計画
　博物館の方針に則り、教育普及活動の方針が策定
され、体系的に教育普及活動が実施されていること

６．２　学習支援
　問い合わせに適切に対応がなされており、さ
まざまな方法により利用者の自発的な学習が支
援されていること

６．２　学習支援
　問い合わせに適切に対応がなされており、さまざ
まな方法により利用者の自発的な学習が支援されて
いること

第八条
博物館は、利用者の学習活動又は調査研究に資するため、次に
掲げる業務を実施するものとする。
一　博物館資料に関する各種の講演会、研究会、説明会等（児
童又は生徒を対象として体験活動その他の学習活動を行わせる
催しを含む。以下「講演会等」という。）の開催、館外巡回展
示の実施等の方法により学習機会を提供すること。
二　学校教育及び社会教育における博物館資料の利用その他博
物館の利用に関し、学校の教職員及び社会教育指導者に対して
適切な利用方法に関する助言その他の協力を行うこと。
三　利用者からの求めに応じ、博物館資料に係る説明又は助言
を行うこと。

６
　
教
育
普
及

５
　
展
　
　
示

３
　
資
　
　
料

４
　
調
査
研
究

- 10-



新たな登録基準案　比較表

７．１　館長
　館長または館長に相当する責任者が置かれ、
博物館運営が統括されていること

７．１　館長
　明確な権限と責任を有している館長が配置され、
博物館運営が統括されていること

７．２　学芸員
　事業の実施に必要な学芸員（専門的職員）が
配置されていること

７．２　学芸員
　博物館の使命を達成するために必要な数の常勤学
芸員が配置されていること

７．３　事務系・技術系等の職員
　事業の実施に必要な人員体制が確保されてい
ること

７．３　事務系・技術系等の職員
　博物館の使命を達成するために必要な数の事務
系・技術系等の職員が配置されていること

７．４　職員の研修
　研修等の実施や参加により、職員の技能・知
識の向上が図られていること

７．４　職員の研修
　研修等の実施や参加により、職員の技能・知識の
向上が図られていること

第十四条
都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の博物館の館長、学
芸員その他職員の能力及び資質の向上を図るために、研修の機
会の充実に努めるものとする。
2 博物館は、その職員を、前項の規定に基づき都道府県教育委
員会が主催する研修その他必要な研修に参加させるよう努める
ものとする。

８．１　施設・整備の整備
　博物館の設置目的を達成するため、必要な施
設及び設備が備わっていること

８．１　施設・整備の整備
　博物館の設置目的を達成するため、必要な施設及
び設備が備わっていること

第十五条
博物館は、次の各号に掲げる施設及び設備その他の当該博物館
の目的を達成するために必要な施設及び設備を備えるよう努め
るものとする。
一　耐火、耐震、防虫害、防水、防塵、防音、温度及び湿度の
調節、日光の遮断又は調節、通風の調節並びに汚損、破壊及び
盗難の防止その他のその所蔵する博物館資料を適切に保管する
ために必要な施設及び設備
二　青少年向けの音声による解説を行うことができる機器、傾
斜路、点字及び外国語による表示、授乳施設その他の青少年、
高齢者、障害者、乳幼児の保護者、外国人等の円滑な利用に資
するために必要な施設及び設備
三　休憩施設その他の利用者が快適に観覧できるよう、利用環
境を整備するために必要な施設及び設備

８．２　安全な施設管理
　公共的施設として安全に利用できるよう、定
期点検が行われ、災害時に、来館者と職員、資
料への安全を配慮し、計画を策定すること

８．２　安全な施設管理
　公共的施設として安全に利用できるよう、定期点
検が行われ、危機管理マニュアルが策定され、施設
管理が行われていること

第十六条
博物館は、事故、災害その他非常の事態（動物の伝染性疾病の
発生を含む。）による被害を防止するため、当該博物館の特性
を考慮しつつ、想定される事態に係る危機管理に関する手引書
の作成、関係機関と連携した危機管理に関する訓練の定期的な
実施その他の十分な措置を講じるものとする。
2 博物館は、利用者の安全の確保のため、防災上及び衛生上必
要な設備を備えるとともに、事故や災害等が発生した場合等に
は、必要に応じて、入場制限、立入禁止等の措置をとるものと
する。

８．３　快適性・利便性の向上
　多様な利用者の立場に立って、施設の快適
性・利便性の向上が図られていること

８．３　快適性・利便性の向上
　利用者の立場に立って、施設の快適性・利便性の
向上が図られていること

第九条
博物館は、当該博物館の利用の便宜若しくは利用機会の拡大又
は第七条の調査研究の成果の普及を図るため、次に掲げる業務
を実施するものとする。
一　実施する事業の内容又は博物館資料に関する案内書、パン
フレット、目録、図録等を作成するとともに、これらを閲覧に
供し、頒布すること。
二　博物館資料に関する解説書、年報、調査研究の報告書等を
作成するとともに、これらを閲覧に供し、頒布すること。
2 前項の業務を実施するに当たっては、インターネット等を積
極的に活用するよう努めるものとする。

９．１　連携協力の方針
　事業の実施にあたり、利用者、地域住民、関連機
関等との連携協力について方針が策定されているこ
と

第十条
博物館は、事業を実施するに当たっては、高齢者、障害者、乳
幼児の保護者、外国人その他特に配慮を必要とする者が当該事
業を円滑に利用できるよう、介助を行う者の配置による支援、
館内におけるベビーカーの貸与、外国語による解説資料等の作
成及び頒布その他のサービスの提供に努めるものとする。
2 博物館は、当該博物館の特性を踏まえつつ、当該博物館の実
施する事業及び関連する学術研究等に対する青少年の関心と理
解を深めるため、青少年向けの解説資料等の作成及び頒布その
他のサービスの提供に努めるものとする。

第十一条
博物館は、事業を実施するに当たっては、学校、当該博物館と
異なる種類の博物館資料を所蔵する博物館等の他の博物館、公
民館、図書館等の社会教育施設その他これらに類する施設、社
会教育関係団体、関係行政機関、社会教育に関する事業を行う
法人、民間事業者等との緊密な連携、協力に努めるものとす
る。
2 博物館は、その実施する事業において、利用者及び地域住民
等の学習の成果に基づく知識及び技能を生かすことができるよ
う、これらの者に対し、展示資料の解説、講演会等に係る企画
又は実施業務の補助、博物館資料の調査又は整理その他の活動
の機会の提供に努めるものとする。

９
　
連
携
協
力

第十三条
博物館に、館長を置くとともに、基本的運営方針に基づき適切
に事業を実施するために必要な数の学芸員を置くものとする。
2 博物館に、前項に規定する職員のほか、事務及び技能的業務
に従事する職員を置くものとする。
3 博物館は、基本的運営方針に基づきその事業を効率的かつ効
果的に実施するため、博物館資料の収集、保管又は展示に係る
業務、調査研究に係る業務、学習機会の提供に係る業務その他
の業務を担当する各職員の専門的な能力が適切に培われ又は専
門的な能力を有する職員が適切に各業務を担当する者として配
置されるよう、各業務の分担の在り方、専任の職員の配置の在
り方、効果的な複数の業務の兼務の在り方等について適宜、適
切な見直しを行い、その運営体制の整備に努めるものとする。

７
　
職
　
　
員

８
　
施
設
設
備

- 11-



博物館登録制度に関する論点メモ

方向性 課題と対応 今後の検討

①制度の理念
と目的

・選別ではなく、「底上げ」「盛り
立て」のための制度とする
・多くの人びとに寄与できる基礎的
条件を備えた施設の証左
・活動の充実のため支援策を得る資
格の付与

・国民にわかりやすい的確な表現に。「認定博物館」「認証博物
館」等とする
・「底上げ」につなかるように、認定の準備段階を支援するよう
な制度設計が必要（助言、補助等）
・施設に対し認定を促す取組み（説明、相談等）が必要

・認定を促す支援策を検討（第三者機関
による助言、準備のための補助事業等）

②対象範囲

・対象の縛りをできるだけはずし、
包括的に

・営利組織については設置法人ではなく当該施設を対象に審査
し、公益性（不特定多数の利益）をみる

・対象は法に明記
・営利組織については財政当局と調整が
必要

③連動した博
物館振興策

・できる限り多くのメリットを付与
する

・研究機関指定（科研費対象機関）との連動
→ 認定基準＋αの要件（調査研究機能）で指定
・生き物系施設（動水植）のメリット付与（環境施策との連動）
・公開承認施設承認指定との整合性を図る
→ 認定館であることを公開承認施設の条件に
・認定館を中心としたネットワーク化による底上げ、盛り立てを
法制度に組み込む（法では努力義務か）
→  ネットワーク化は地域（県域、地域等）、館種・資料（自然
史、科学、美術等）、機能（保存修復、ドキュメンテーション、
防災、調査研究、市民参画等）の３種を想定（複合もあり）
→  ネットワーク化の促進は自発性を前提とする（補助事業への
申請等）

・科学技術・学術行政との調整
・ネットワーク化の促進は、委託事業・
補助事業等による施策レベルで担保
・ネットワーク化のシュミレーション、
イメージ共有が必要

④審査基準

・外形的な審査から機能や実質的な
活動を評価する基準に

・日本博物館協会の調査研究報告書の基準案をいくつかの施設に
適用し、さらに修正
・館種別（特に生き物系）の基準案を検討する

・審査基準は省令で定める

論点

論
点
１
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博物館登録制度に関する論点メモ

⑤審査主体・
プロセス

・審査は専門的知見を有する第三者
機関が実施（地域差を生まない、運
営実態・活動の質の審査、知見の蓄
積、助言の役割）
・認定は都道府県・政令市教委、文
化庁（国立、大学博物館等）

・第三者機関は、日本博物館協会、館種別団体、全国大学博物館
学講座協議会等を母体とした連携組織として設置。審査員はシニ
ア層の職員、OB・ OG、大学教員等が務める
・第三者機関を運用する予算措置が不可欠（確保可能か）
・都道府県・政令市教委、文化庁は、第三者機関の審査結果を検
討して認定の可否を決定し公表、認定原簿に記載

・審査機関については法律で「国が指定
する機関」として、文部科学大臣or文化
庁長官が第三者
機関を指定する

⑥質保証と評
価

・質保証のために更新性を導入 ・更新期間は７年？（大学認証）、10年？
・更新時の審査で助言を得られる仕組みを

・更新制は法に明記

⑦学芸員資格
制度との関係

・認定博物館には、常勤の館長・学
芸員を必置とする

・現行、第４条を基本に、館長、学芸員（補）、その他の職員の
配置を明記

・第４条を踏まえ、認定の審査基準（省
令）に常勤の館長・学芸員（できれば複
数）を必置を明記

論
点
２
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登録によるメリットの付与 

 
「登録博物館は、国の文化行政、教育行政、文化財政策、自然環境政策、科学技術政策において、高い公
共性と専門性を担う機関であり、国及び地方自治体は当該博物館と協力して事業を行うとともに必要な
措置を講ずる」 
のような文章を法に差し込み、あとは政令や、省令などで措置 
（博物館のネットワーク化の推進は別条もほしいが） 
 
○交付金積み増し、または税控除 
登録博物館の機能向上のため 
公立博物館・地方独法：地方交付税の算定基準の学芸員配置人数の上積（認証博物館をもつ自治体はその
館数×1 名程度の上積み） 
大学法人・独法：交付金の同程度上積み（それ以上が必要な場合には拠点化を検討） 
私立博物館：税控除による同等措置 
 
個人立には一般社団法人化なり NPO なり法人化を必要とする？（要検討、特典を付与するなら個人では
難しいのではないか） 
 
大学法人・地方独法・独法・その他法人立：経常経費にかかわる税負担が緩和され、寄付（現金）・寄贈
（資料や作品）なども集めやすくなるよう、各種税制上の特例措置の拡大が必要。 
地方独法化によって失われた寄付寄贈などの税制上の優遇措置の復活。 
 
○手続きの省略、簡素化 
ワシントン条約関連（指定種の譲渡、絶滅危惧種の譲渡、特定外来生物に係る規定）など環境省関連規制、
農水省関連（動物の飼育など）、厚労省関連（麻薬関連）、銃刀法など規制、褒章関連、文化財保護法（文
化財展示、公開承認施設関係）、著作権の教育機関特例 
 
○各種競争的資金のエントリー 
科学研究費については、登録博物館を「研究を目的とした機関」と認定。（その他資金や研究業績は各機
関でクリア、ただし、紀要や図録などには研究出版物として認める一定の基準がほしい。） 
文部科学省関連の教育、研究関連資金、芸術文化基本法関連資金、文化観光関連資金へのエントリー資格 
 
○文化財デジタル発信のための基盤提供 
中小の博物館のデジタル発信を支援するため、博物館向けクラウドを（JAIRO クラウド型）開放（デー
タベースを公的にバックアップ） 
 
○さらなる重点化・ネットワーク形成のための拠点博物館は登録博物館であることが大前提 
ネットワーク形成も「必要な措置」として文化庁が行う。 

資料３ 

- 14-



事務局説明資料

論点２ 審査と評価（論点の整理）

1

資料４
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登録制度に関する主な論点

論点１ 登録制度の枠組み

１－１ 制度の理念と目的
すべての博物館が制度を通じて質の維持・向上を図ることができる仕組みへ

１－２ 対象範囲
地方公共団体、一般社団・財団法人等に限定されている設置主体要件を撤廃

１－３制度と連動した博物館振興策
制度を実効的なものとするため、多様な振興策（メリット）との連動が重要

１－４審査基準
外形的な基準から、博物館機能・設備の保有や実質的な活動を評価する基準へ転換
一定の要件を備えた優れた博物館であることを証するより的確な表現（「認証」「認定」等）を求める意
見。名称独占についても検討。※法令上の整理が必要

論点２ 審査と評価

２－１ 審査主体・プロセス
審査に専門性が必要となるため、専門家による審査を実施
国、地方公共団体（教育委員会）の関与
➡ 第三者組織に審査を移行／都道府県がそれぞれ審議会を組織／その他

２－２ 質保証のための評価
登録後の質保証の必要性を指摘する意見。
➡ 更新制の導入／定期的なモニタリング／その他

論点３ 学芸員資格
３－１ 学芸員資格制度との関係

2- 16-



論点２－１ 審査主体・プロセス

3

【現行制度】

現行制度では、都道府県・指定都市教育委員会が審査を担当（相当施設の指定は一部国）

国・独法立

地方公共団体立

公益／一般
法人立

その他

606

275

33

30

179

33

130

登録 相当

都
道
府
県
・
指
定
都
市
教
育
委
員
会

①登録申請

③登録

②外形的基準に基づき審査
・ 学芸員の設置
・ 年間の開館日数 等

198

138

3,542

574

類似
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④審査基準について

4

都道府県教育委員会における博物館関係業務の実態に関する調査結果（平成19年5月）
都道府県教育委員会に平成18年10月1日を基準日に調査。以下、都道府県は「県」で統一。

博物館登録業務の状況
• 登録審査の実施主体は一般行政職員が34県、外部有識者等の審査委員会が６県
• 博物館登録審査基準要項を「都道府県教育委員会規則に内容を反映している」のが15県、「審査基準
として参考にしている」のが29県

• 1県あたりの平均の博物館登録申請の処理件数は、年間0.43件
• 過去3年間で登録の申請がなかった県が14県（約3割）
• 登録博物館の定期的な確認調査を行っていない県が85%で大半

博物館相当施設指定業務の状況
• 博物館相当施設の取扱を特に都道府県教委規則で定めていないのが85%で大半
• 1県あたりの平均の指定審査の処理件数は、年間0.28件
• 過去3年間で相当の指定の申請がなかった県が31県（約3分の2）

博物館行政の状況
• 博物館業務の専任職員を設置しているのは6県のみ
• H15年の「望ましい基準」の定期的な確認・指導をしているのは僅かで、周知にとどまっているのが31県
• 私立博物館に報告を求めたり、指導助言を行っている県は3割程度

最新の状況を改めて調査する必要。どのような点を調査すべきか。
- 18-



論点２－１ 審査主体・プロセス

5

案① 第三者組織

外形的審査から活動の質の審査への転換に伴い、専門的観点からの審査が必要。

ਸ਼
ਕ

ੌ
௶

案③ 教育委員会案② 教委＆第三者組織



ைイ

メ
ー
ジ

ઇ


৩
ভ



ை

ਸ਼
ਕ

ੌ
௶

ઇ


৩
ভ



ை

メ
リ
ッ
ト

課
題

第三者組織を新たに設置し、すべ
ての申請窓口・審査を担う

全国を同じ水準で審査することが
可能

費用負担
行政としての指導ができない
地域の状況に応じた指導
都道府県行政との連携
都道府県行政における博物館行政
のプレゼンスの低下

第三者組織を新たに設置し、専門
的審査を担う
申請の窓口と外形的審査等は引き
続き教委

専門的内容については、全国を同
じ水準で審査することが可能
地域の状況に応じたきめ細かい対
応が可能
行政指導が可能
都道府県行政との連携

費用負担
法制度上の整理
国立館の取扱い

引き続き教育委員会がすべての申
請窓口・審査を担う
専門的審査のために有識者会議を
設置

地域の状況に応じたきめ細かい対
応が可能
行政指導が可能
他の教育機関をはじめ都道府県行
政との連携

審査の専門性の確保、基準のばら
つき、形骸化のおそれ
都道府県における負担
国立館の取扱い
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論点２－２ 質保証のための評価

6

外形的審査から活動の質の審査への転換に伴い、審査した質の維持・担保のための定期的なチェッ
クが必要。

案① 更新制 案③ 更新＆自己点検案② 自己点検＆モニタリング

イ
メ
ー
ジ

メ
リ
ッ
ト

課
題

10年程度の単位で再度審査を受
け、基準に満たなければ登録／認
証が失効する仕組みの導入

登録／認証の質を高い水準で担保
できる
➡ 制度のブランド・イメージの
確保と維持

各館が自らの運営を見直す強力な
機会となる
➡ 新制度の趣旨である各館が自ら
の運営を見直すことに貢献

更新の間隔によっては、各館の負
担が大きい
審査主体の負担が大きい
（審査主体の組織が大きくなる
➡ 財政負担の増大）

各館が自らの活動について点検・評価
を行い、その結果を定期的に公表
自己点検結果に基づき、審査主体にお
いて定期的にチェック

自発的な点検・評価により、課題を発
見し、活動の質を向上することを促進

モニタリングにより、登録／認証の質
を一定程度担保

更新制の導入と比較して、事務的負担
はそれほど大きくない

形骸化のおそれ
定量的指標等の設定とその評価、
それらに基づく指導の難しさ
各館、審査主体に一定の負担

更新制を導入しつつ、自己点検・
評価を組み合わせることで、更新
の間隔を長くし、各館及び審査主
体の事務的負担を軽減

更新制のメリットを享受しつつ、
事務的負担を一定程度軽減できる

更新の間隔によっては、各館の負
担が大きい
審査主体の負担が大きい
定量的指標等の設定とその評価、
それらに基づく指導の難しさ

- 20-



博物館登録事務の現状と課題

原 眞麻子

1. 議論の前提として現在の運用を共通理解する
2. 現在の審査基準の問題点
3. 審査プロセスにおいて、教育委員会の役割と
第三者機関が審査を行うことの課題

資料５
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都教育庁

審査会

申請者

博物館登録手続きの流れ ～東京都の場合

事前相談
（申請者と窓口担当者）
申請者からのプレゼン
窓口からの照会・確認
申請者からの回答

申請書類の作成 申請書類の受理 登録要件の審査

改善項目の提示

実査

登録決定

申請
取り下げ

指摘事項の修正

登録原簿への搭載登録通知の受理

行政
指導

行政指導

- 22-



博物館の登録審査要件

1. 博物館の目的を達成
するために必要な博
物館資料があること

2. 博物館の目的を達成
するために必要な学
芸員その他の職員を
有すること

3. 博物館の目的を達成
するために必要な建
物及び土地があるこ
と

4. １年を通じて150日以
上開館すること

博物館設置条例 法人の定款・館則

博物館資料目録

館長、学芸員履歴書

土地建物の登記簿謄本・公図・
平面図

教育研究機関としての事業展開
（公益性・継続性・安定性）
事業概要・財務状況・観覧規定

登録博物館審査要件
（法第１２条）

書
類
審
査
・
実
査
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博物館審査の評価

項目 判定
博物館の登録審査基準要項

（昭和27年5月23日付文社施第191号別紙）
博物館に相当する施設指定審査要項

（昭和46年6月5日付文社社第22号別紙）

設置者と管理運営団体の組織が合致している
か？

〇

博物館の設立趣旨が社会教育機関となってい
るか

〇

広く一般に公開されているか？ 〇
年間利用者は、当該地域の人だけでなく、他
地域の人にもわたっていること

運営方針に常設展示のテーマ・内容が合致し
ているか

〇
常設展はもとより、特別展なども行っているこ
と

収集資料収集方針が明確になっているか 〇
資料について調査研究活動が行われている
こと

学習機会の提供、資料閲覧を実施している
か？

〇
各種の講習会、講演会、映画会等が行われ
ていること
その他各種の教育活動が配慮されていること

調査研究を行い、成果を公表しているか？ 〇
案内書、パンフレット、解説書等印刷物を定期
的に刊行していること

実物資料を展示に足る十分な質・量で所蔵して
いるか？

〇

質量ともに国民の教育、学術及び文化の発展に
寄与するもの
実物であること、ただし実物を入手し難いようなと
きは、模写、模型、複製等でもよい
必要な図書、図表等を有すること

実物、標本、模型つの所蔵資料を有すること

収蔵資料は、館の所有物かどうか？ 〇
資料は、採集、購入、寄贈、制作、交換等によって
収集されたものであること、ただし特別の事情のあ
るときは寄託等による資料でもよい

寄託資料であっても良い

収蔵資料の管理は適正に行われているか
資料に必要な説明、指導、助言等に関する教育的
配慮が払われており、さらに学校教育の炎上に留
意していること

所蔵資料は常に整理分類され保管させてい
ること

収蔵資料の内容は、館の運営方針にあってい
るか？

〇

博物館
活動

博物館
資料

博物館法との確認 名称：

理由

歴史と美術工芸品の展示を通し
て、人々との係わりを理解できる
教育活動と認められる。

原則木曜日を除き公開、入館料
は一般1000円、障がい者は無料

登録・相当施設

総則

4,592点（実物2,562、模型7）

ほとんどが館蔵品である。寄託品
の受け入れは行っていない？

設立趣旨と合致したゆかりの
品々を中心に収集している。

奉納品を中心としてゆかりの美術
工芸品及び関係する収蔵品

ゆかりの美術工芸品及び関係す
る収蔵品の展示。

紀要などの発行計画がないが、
企画展示や図録において公表し
ている。

東京都の博物館審査評価書事例（本WG用に改変）
博物館の設置及び運営上の望ましい基準（平成23年12月20日付け文部科学省告示第165号）

を参考に内規として作成
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博物館審査の評価

項目 判定
博物館の登録審査基準要項

（昭和27年5月23日付文社施第191号別紙）
博物館に相当する施設指定審査要項

（昭和46年6月5日付文社社第22号別紙）

博物館の運営方針、社会教育事業に
必要な建物を使用しているか？

〇
一般公衆の利用を図るための建物及び土地があ
ること
ただし、博物館資料を有せず、単にその場所を貸

資料を適切に展示できる展示室があるか？（防
火、耐震、防虫、温湿度管理）

〇

資料を適切に保管するために防火、耐震、防
虫、温湿度管理などを備えた収蔵庫がある
か？

〇

活動に必要な施設として展示室、一般に
供する研究室、講義室、図書室、学芸員の調査
研究のための研究室、事務室を備えているか
どうか？

〇

博物館、美術館等：陳列室、資料保管室、事務室
等が整備されていること
動物園：動物収容展示施設、事務室等が整備され
ていること
植物園：植栽園、事務室等が整備されていること
水族園：放養、飼養池、事務室等が整備されてい
ること

総合博物館、歴史博物館、民俗博物館、考古
博物館、美術博物館、科学博物館：陳列室、
資料保管室、事務室等
動物、植物園：動物収容施設、植栽園、事務
室等
水族館：放養、飼養池、事務室等

単にその場所を貸与することのみを目的として
いないか？

〇

設置者の所有・賃借にかかわらず、安定的な経
営ができるか？

〇

登録・相当施設の要項以上の床面積を越えて
いるか？

〇

博物館、美術館等：凡そ165㎡以上の建物
動物園：凡そ1653㎡以上の土地
植物園：凡そ1653㎡以上の土地
水族園：凡そガラス面0.9㎡以上の展示水槽が5個
以上

総合博物館、歴史博物館、民俗博物館、考古
博物館、美術博物館、科学博物館：延面積
132㎡以上の建物
動物、植物園：おおよそ1,320㎡以上の土地
水族館：展示水槽4個以上かつ水槽総面積
360㎡以上

館長を置く（学芸員資格の有無は問わない） 〇
館長及び学芸員のほか、必要な学芸員補その他
職員を有すること。ただし、館長と学芸員とは兼ね
ることができる

館の任務を達成するために事務を置く 〇

それぞれに専門な学芸員に相当する職員は必
置（長期的に安定的な雇用が望ましい）

〇

(1)学芸員有資格者
(2)学芸員に相当する者　ア高等学校卒　経
験10年以上　イ短大卒　経験7年以上　ウ大
卒　経験5年以上

開館日数 基準開館日数を開館すること ○
開館日数を指す。ただし、特別の事情がある場合
は本館外における館外活動の日数を含めて良
い。

開館日数が年間を通じ100日以上であること

職員

建物・宅
地

理由

なし

あり

3,293㎡

あり

あり

3名

１８２日（令和２年）

4名

使用実績あり

備えている

設置者が所有する土地建物で自
らが運営しており、安定的な経営
が可能である。
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項目 判定
博物館の登録審査基準要項

（昭和27年5月23日付文社施第191号別紙）
博物館に相当する施設指定審査要項

（昭和46年6月5日付文社社第22号別紙）

設置目的を踏まえ、資料の収集、保管、展示、
調査研究、教育普及等の基本的な運営方針を
策定し、公開しているか

〇
館園の設置規定、利用規則、職員組織規程
等館園の運営に必要な諸規定が整備されて
いること

基本運営方針に基づいた運営がなされている
ことを、年報その他で報告し公開しているか？

〇

長期、安定的な経営、財政基盤が見込めること 〇

設置主体者のPR施設は相当施設として認めら
れない。コンセプトのある内容の資料収集、展
示を行うこと

　　 〇

設置者の長が申請を行う 〇

添付資料はすべて揃っているか 〇

調査研究を行った書面（紀要）      〇

特別展示などの展示内容（図録・パンフレット）      〇

開館日数、活動内容を記した書面（年報）      〇

長期に安定的な運営に考慮した指定期間 　　〇

良質な学芸員の確保と資質の向上に努める 〇

本館と緊密な連繋の下に博物館機能を発揮
できるものかどうかを特に博物館資料及び開
館日数に留意して審査すること。
審査の結果、分館が博物館機能を発揮しな
いものと認めたときは登録しないこと

分館を含めて登録する際は、本館の名称とと
もに分館の名称、所在地を明記して原簿に記
載すること

分館が、本館と同一の都道府県内に設置さ
れていない場合で登録を希望するときは、当
該分館が設置されている都道府県教育委員
会の登録審査を受けなければならない。

指定管
理者

分館

基本的運営
方針

・事業計画

申請書
類

理由

運営方針をHPで公開している。

現在、新型コロナウィルス対策の
ため、イベント等は中止している
が、企画展等の告知をHPで行っ
ている。

報告書あり

所有する土地建物で運営してお
り、収支も安定している。

図録で代用

博物館登録の評価
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審査主体とプロセス

民間認証による博物館機
関としての法的担保
指導権限の不在
「展覧会における美術品
損害の補償に関する法
律」との法的整合性など
国による第三者組織の設
置
都道府県行政との連携力

国による第三者組織の設
置
認証主体者の法的根拠
第三者組織と教育委員会
の権限

有識者会議(審査会）の
義務付け
新制度導入のための事務
取扱要項の制定
都道府県による博物館助
成等負担増

課
題
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